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・共通科目・専門科目両方の認定試験に合格し登録申請を行うことで、公認スポーツ指導員とし

て区に認定・登録されます。 

・共通科目のみ修了された方は、希望して登録申請を行うと、公認スポーツサポーターとして区

に認定・登録されます。 

・公認スポーツサポーターが、専門科目の認定試験に合格し登録申請を行うと、公認スポーツ指

導員に登録を変更することができます。（ただし、共通科目の認定試験を合格していること。） 

・他機関（国・都などが認定）で取得した資格により、共通科目の一部免除ができます。また、

専門科目も同様ですが、種目により異なります。 
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